
新・不動産業ビジョン2030（仮称）～新元号（○○）時代の『不動産最適活用』に向けて～ 【全体像】

第三章 これからの不動産業ビジョン

5. 2030年に向けて重点的に検討を要する主な政策課題

(1) 「ストック型社会」の実現 (2) 安全・安心な不動産取引の実現

(3) 少子高齢化社会への対応 (4) 増加する外国人・グローバル化への対応

(5) 国際競争力の強化 (6) 技術革新・業務効率化

(7) 地方創生・エリア価値向上 (8) 不動産教育・研究の推進、担い手確保

(9) 投資環境の整備 (10) 現行制度の妥当性検証
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はじめに： 新たな不動産業ビジョン策定の必要性

第一章 不動産業の現状

1. 国民経済における不動産業の位置づけ

(1) 不動産業の産業規模

(2) 各業態の現状

①開発・分譲 ②流通 ③管理 ④賃貸

⑤不動産投資・運用
2. 不動産関連政策の現状
(1) 国土政策 (2) 土地政策 (3) 都市政策
(4) 住宅政策 (5) 不動産政策

第二章 不動産業を取り巻く市場環境の変化

1. 社会経済情勢の変化

(1) 少子高齢化・人口減少の進展

(2) 空き家・空き地等の遊休不動産の増加・既存ストックの老朽化

(3) 新技術の活用・浸透

(4) 働き方改革の進展

(5) グローバル化の進展

(6) インフラ整備の進展による国土構造の変化

(7) 地球環境問題の制約

(8) 健康志向の高まり

(9) 自然災害の脅威

2. 不動産市場の変化

(1) 消費者ニーズの変化

(2) 企業ニーズの変化

(3) 投資家ニーズの変化

3. 国土の姿に対応した不動産業の役割

(1) 大都市圏 (2) 地方都市圏

(3) 集落地域

3. これからの不動産業のあり方：民の役割

(1) 業界共通のあり方

①更なる信頼産業としての地位確立

②他業種や行政との連携・協働を通じた“トータルサービス”の提供

③業務生産性の向上及び消費者サービスの向上

④不動産業の担い手確保等

(2) 各業態のあり方

①開発・分譲 ②流通 ③管理 ④賃貸 ⑤不動産投資・運用

4. これからの不動産政策のあり方：官の役割

(1) 市場環境整備 (2) 柔軟な不動産政策の展開

(3) 不動産業に対する適切な指導・監督

2. 官民共通の目標

(1) 「ストック型社会」の実現 (2) 安全・安心な不動産取引の実現

(3) 多様なライフスタイル、地方創生の実現 (4) エリア価値の向上

(5) 新たな需要の創造 (6) すべての人が安心して暮らせる住まいの確保

(7) 不動産教育・研究の充実

1. 不動産業の将来像

(1) 豊かな住生活を支える産業 (2) 我が国の持続的成長を支える産業

(3) 人々の交流の「場」を支える産業

資料２



●これからの不動産業ビジョン ～不動産業の将来像と官民共通の目標～

新・不動産業ビジョン2030（仮称）～新元号（○○）時代の『不動産最適活用』に向けて～ 概要①

不動産業
の将来像

•適切な管理・修繕・改修
により、ストック長寿命化・
付加価値化を図り、その
流通・活用促進を

•既存住宅市場の活性化
により、ライフステージ・ライ
フスタイルにあった住まいが
選択できる社会へ

•空き家など遊休不動産は
最大限に活用する一方、
有効な活用が見込めな
い不動産は思い切って
「たたみ」、新たな活用を

•新規供給は、計画的なま
ちづくりのもと、良質なス
トックとして後世に継承で
きるものを

•増加する単身高齢者、
外国人居住者、ある
いは、子育て世帯など
世帯構造の変化に対
応し、すべての人が安
心して暮らせる住まい
とサービスを

•高齢者向け住宅、福
祉・医療・物流施設な
ど成長分野への良質な
不動産の供給を

•二地域居住、二地域
就労など複数の不動
産を所有・活用できる
環境整備を

•増大する外国人観光
客・在留者との共生を
前提に、これを好機と
捉え、的確なインバウン
ド需要の取り込みを

•地域の実情を踏まえて
期待される不動産の
「場」としてのあり方の
実現に向け、地域全
体でのマネジメントを

•不動産を「場」として多
様なサービスを展開し、
エリア価値向上と不動
産価値向上の好循環
創出を

•仲介・管理など従来型
の視点にとどまらず、目
利き力、経営（マネジ
メント）力を高め、地
域ニーズの掘り起こしを

官民共通
の目標

•人生100年時代にお
いては、国民の資産形
成が重要な課題。国
民が住まいであり資産
である不動産の価値を
適切に判断できるよう
社会全体として工夫を

•不動産に対する国民
の理解促進、不動産
業従事者の資質向上
等のため、あらゆる機
会をとらえ不動産教育
の充実を

• これからの不動産政策
を支えるため、産学官
連携による研究拠点の
形成・体制構築を

官民協働による我が国不動産市場の継続的発展へ

我が国の持続的成長を支える産業

多様なライフスタイル・
地方創生の実現

「ストック型社会」の実現 エリア価値の向上 新たな需要の創造
すべての人が安心して
暮らせる住まいの確保

不動産教育・
研究の充実

豊かな住生活を支える産業 人々の交流の「場」を支える産業

•安全・安心な不動産
取引が実現されてこそ、
不動産市場の継続的
な発展が実現可能と
なることについて再認
識を

•宅地建物取引業法な
ど関連制度の適正な
運用を

•高齢化・グローバル化
等に伴い発生が見込
まれる新たな紛争の防
止に向けた対応など、
トラブル未然防止に向
けた対策の強化を

• Society5.0社会では、
『不動産最適活用』に
より地方創生を実現で
きる可能性があることに
ついて認識を

•人間の様々な活動を
一時的であっても地方
を舞台として展開するこ
とを一つの選択肢に

•不動産活用により地域
の資源をどう活かせるか、
不動産事業者を含め
た地域関係者による積
極的な議論・連携を
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安全・安心な
不動産取引の実現

 不動産業は、我が国の豊かな国民生活、経済成長等を支える重要な基幹産業。

 オリ・パラ東京大会後のこれからの10年は、社会経済情勢の急激な変化（以下）が予想され、不動産を取り巻く状況も大きく変化する見込み。

 こうした社会経済情勢の変化を前に、これからの不動産業・不動産政策には、時代や地域のニーズを的確に把握し、それに応える不動産を形成するとともに、
社会における最適な活用（不動産最適活用）を通じて、個人・企業・社会それぞれにとっての価値創造の最大化を支えることが期待される。

 本ビジョンは、不動産業に携わる全てのプレーヤーが不動産業の将来像を共有し、その実現に向けて取り組むことができるよう、約四半世紀ぶりに策定するもの。

※ 建設省（当時）では、過去（1986年・1992年）にも、不動産業に係る中長期ビジョンを策定したことはあるが、人口減少局面におけるビジョン策定は今回が初めて

 本ビジョンを契機とし、不動産業に関わる関係者すべてが、各々の立場で本ビジョンに掲げられた課題に取り組み、更なる施策の推進につなげていくことが重要。
また、今後の社会経済情勢等の変化を踏まえ、本ビジョンは定期的に見直しを図ることが重要。

●ビジョン策定の背景・狙い

【これからの10年間に想定される社会経済情勢の変化】 少子高齢化・人口減少の進展、 空き家・空き地等の遊休不動産の増加・既存ストックの老朽化、 新技術の活用・浸透、 働き方改革の進展、
グローバル化の進展、 インフラ整備の進展による国土構造の変化、 地球環境問題の制約、 健康志向の高まり、 自然災害の脅威 等

【不動産の需要と供給をめぐる環境の変化】 供給側:立地場所に係る制約の緩和 需要側:不動産の所有意識の変化（シェアオフィス、ルームシェア等）

※不動産業の産業規模（2017年度） 売上高:約43兆円（全産業の2.8%）、
法人数:約32万社（同11.5%）、従業者数:約134万人（同2.8%）



 国は、各業態が３．に掲げる役割を十分に果たし得るよう、また、不動産市場全体の発展に必要な市場環境整備に注力すべき。

（例：円滑な不動産取引環境の整備、各種インセンティブ措置・規制措置の整備、不動産情報基盤の整備、優良事例の横展開等）

 国は、時代の変化や社会ニーズを的確にとらえ、社会実験等を通じて柔軟に不動産政策を展開すべき（検討を要する政策課題の例は別紙参照）。

 国は、地方公共団体と連携し、不動産業に対する適切な指導・監督を通じて、不動産業に対する信頼確保を根底から支えるべき。

 法令遵守、コンプライアンスの徹底等を通じて、更なる信頼産業としての地位確立を。

 交通・医療・福祉など他の業種や行政と連携・協働し、不動産に係る“ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ”の提供を。不動産業側からも新たな住まい方・働き方の提案を。

 AI、IoT等の新技術を効果的に活用し、業を支える担い手一人当たりの業務生産性の向上、消費者サービスの向上を。

 不動産業は人と情報が支える産業。人口減少下でも担い手を確保できるよう、業態の魅力向上に努めるとともに、事業承継についての課題認識を。

総
論
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• 省エネ、ユニバーサルデザイン、
コンパクト+ネットワークなど良
質なストック形成に資する不
動産を供給するとともに、建替、
コンバージョンなど不動産の「た
たみ方」を併せて提案し、快
適な住・勤務環境の提供を

• ホテル、MICE、物流、イノ
ベーション創出型オフィスなど
時代ニーズを踏まえた不動産
供給を通じ『不動産最適活
用』を実現し、国際競争力の
更なる強化を支える存在に

• 将来の管理費等について消
費者への的確な情報提供を

• 消費者ニーズを踏まえた的確
な情報提供により不動産取
引の透明性・安全性・信頼性
向上に向けた不断の努力を

• 消費者や地域における多様
なニーズに対応するコンサル
ティング能力を磨き、仲介業
務の周辺部についても積極的
にマネジメントを

• 「地域の守り手」として、『不動
産最適活用』を通じてエリア価
値を上げ、地域活性化を支え
る存在に

• ストック型社会の実現には、
資産価値を維持・向上させる
管理サービスが極めて重要
（『不動産最適活用』を根源
的に支える役割を担う）

• コミュニティ形成、高齢者見回
り、買い物支援、子育て支援
など幅広い付加価値サービス
を通じて居住環境・生活環境
の向上を

• 不動産単体を中心とした管
理行為に加え、面的な管理
（エリアマネジメント）も推進

• 管理情報の蓄積化を図り、
開示・活用を

開発・分譲 流通 管理 賃貸 不動産投資・運用

• 「所有から利用へ」の流れの中、
多様化する借り手や利用者
のニーズを的確に把握し、公
的目的での活用も視野に入
れつつ、『不動産最適活用』
の促進を

• 新たな賃貸物件の供給は、
的確な事業リスク判断のもと
に実施を

• 不動産投資市場の拡大は『不
動産最適活用』を促進する原
動力であり、更なるREIT等市
場の発展を

• 不動産は、ESGの観点から社
会課題の解決に貢献できるポ
テンシャルが大きく、ESGに沿っ
た中長期的な投資を多様な投
資家から安定的に呼び込める
不動産の開発、再生、投資環
境の整備を

• 新技術を取り込むなど、個人が
不動産投資を通じて、人生
100年時代に向け長期的な資
産形成ができる投資環境の整
備を

●これからの不動産政策のあり方 ～官の役割～

●これからの不動産業のあり方 ～民の役割～
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今後10年程度の間に検討を要する政策課題（一例）

• 不動産業に係る制度の
的確な運用及び改善

（賃貸住宅管理業に係る
登録制度の法制化、売買
契約書等の標準化等）

• 不動産関連情報基盤の
整備・充実

（不動産総合データベース
の構築・充実化、不動産
取引価格情報、官民の情
報連携等）

安全・安心な不動産取引

• 管理・ガバナンスなどソフト
面を考慮した不動産の普
及方策

• マンションストックの適正管
理と再生の促進

• 不動産を「たたむ」ことに対
する政策的アプローチ

• 心理的瑕疵を巡る課題の
解決

「ストック型社会」の実現 少子高齢化社会への対応

• 子育て世帯、高齢者世帯
が安心して暮らせる環境づ
くり

• 高齢者による安全・円滑
な不動産取引の実現

• 不動産取引の電子化

• 「Society5.0社会」への対
応

• 不動産情報の公開と個人
情報保護の関係

• 不動産の利用形態変化に
伴う規制のあり方

• 国民向け不動産教育の
充実

• 不動産政策の推進に資
する各種研究の充実

• 円滑な事業承継方策

• 担い手の確保

技術革新・業務効率化 教育・研究・担い手確保 投資環境の整備

外国人・グローバル化

• 新たな投資環境へのシー
ムレスな対応

• ESGに即した不動産投資
の推進に向けた環境整備

• 不動産投資に係るガバナ
ンスの確保

• 不動産投資教育の推進

• 外国人向け不動産取引の
円滑化

• 外国人所有者等の増加を
踏まえた不動産の管理方
策

• インバウンド・アウトバウンド
投資方策

• 二地域居住など複数不
動産の利用に係る誘引方
策

• エリアマネジメントの推進
方策

• 付加価値サービス提供に
よるエリア再生

地方創生・エリア価値向上 現行制度の妥当性検証

• 不動産流通促進に向けた
制度のあり方

• 個人投資家に係る宅地建
物取引業法上の位置づけ

• 建物状況調査など既存ス
トックの有効活用・流通促
進に向けた施策のあり方

• 政策推進のための各種イン
センティブ措置等のあり方

今後10年程度の間に重点的に検討を要する主な政策課題 別紙

今後10年程度の間に重点的に検討を要する政策課題は次のとおり。国は、毎年度の予算・税制の要求・執行等の過程において、
関係機関の協力を得つつ、これらの政策課題の解決に向け具体的な検討を進めるべき。
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国際競争力の強化

• 国際競争力の更なる強化

• 個別事例の蓄積を通じた
普遍化

• イノベーションの創出を促す
仕掛けと効果分析


